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第
八
十
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
又
は
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
中
「
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
又
は
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
百
三
条
第
一
項
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
第
五
項
の
表
第
四
十
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
の
項
中
「
第
七
十
三

条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第

七
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に

改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項

第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
三
号
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
を

「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
条
の
二
第
六
項
の
表
第
四
十
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
、
第
百
三
条
の

見
出
し
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二

十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
、
第
九
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第

十
七
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
の
項
中
「
第
七
十

三
条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
三

号
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十

五
条
第
一
項
の
項
中
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
又
は
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
条
第

一
項
の
項
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
の
表
第
四
十
条
第
一
項
、第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並
び
に
第
四
項
た
だ
し
書
、

第
七
十
七
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
前
段
及
び
第
四
項
、
第
七
十
九
条
第
三
項
、第
八
十
八
条
第
三
項
、

第
百
二
条
第
一
項
、
第
百
三
条
の
見
出
し
、
第
百
八
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第

十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第

一
項
第
十
七
号
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
条
第
一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第

十
七
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
の
項
中
「
第
七
十

三
条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
一
条
の
項
中
「
第
十
四

号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
第
一
号
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中「（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
第
七
十
七
条
（
同
法
第
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
著
作
権
、
出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
又
は
こ
れ
ら

の
権
利
を
目
的
と
す
る
質
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
著
作
権
等
」
と
い
う
。）の
移
転
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
の
著
作
権
等
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
中「（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
回
路
配
置
利
用
権
、
専
用
利
用
権
若
し
く
は
通
常
利
用
権
又
は
こ
れ
ら
の
権
利
を
目
的
と

す
る
質
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
回
路
配
置
利
用
権
等
」
と
い
う
。）の
移
転
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

回
路
配
置
利
用
権
等
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
中
「
賃
借
権
」
の
下
に「（
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
第

十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）及
び
配
偶
者
居
住
権
」
を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
二
百
五
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
の
借
家
権
者
」
を
「
に
つ
い
て
賃
借
権
を
有
す
る
者
」
に
、「
借
家
権
を
」
を

「
賃
借
権
を
」
に
、「
借
家
権
の
」
を
「
賃
借
権
の
」
に
改
め
、「
者
）」の
下
に
「
又
は
施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅

地
を
除
く
。）に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
有
す
る
者
か
ら
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
者
」を
加
え
、

「
借
家
権
に
」
を
「
賃
借
権
に
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二

十
三
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

十
四

施
行
地
区
内
の
土
地（
指
定
宅
地
を
除
く
。）に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
有
す
る
者（
そ

の
者
が
賃
借
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。）で
、
当
該
配
偶
者
居
住
権
に
対
応
し
て
、
防
災
施
設
建
築
物

の
一
部
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
配
偶
者
居

住
権
の
存
続
期
間

十
五

前
号
に
掲
げ
る
者
に
配
偶
者
居
住
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
防
災
施
設
建
築
物
の
一
部

第
二
百
九
条
第
五
項
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
、「
者
）」の
下
に
「
又
は
施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定

宅
地
を
除
く
。）に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
有
す
る
者
か
ら
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
者
」

を
、「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
は
、
第
二
百
三
条
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定

宅
地
を
除
く
。）に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
者
（
そ
の
者
が
賃
借
権
を
設

定
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。）に
対
し
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
所
有
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
防
災
施
設
建
築
物
の
一
部
に
つ
い
て
、配
偶
者
居
住
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
所
有
者
が
同
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
者
に
帰

属
す
る
こ
と
と
な
る
防
災
施
設
建
築
物
の
一
部
に
つ
い
て
、
配
偶
者
居
住
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
権
利
変
換
計
画
は
、
施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。）に
存
す
る
建
築

物
に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
防
災
施
設
建
築
物
の
一

部
に
つ
い
て
の
配
偶
者
居
住
権
の
存
続
期
間
が
当
該
土
地
に
存
す
る
建
築
物
の
配
偶
者
居
住
権
の
存
続
期
間
と
同

一
の
期
間
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
又
は
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
四
条
中
「
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
を
「
第
十
八
号
又
は
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
二
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」

に
改
め
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
賃
借
人
等
」
を
「
借
家
権
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
中
「
賃
借
権
」
の
下
に「（
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。）及
び
配
偶
者
居
住
権
」
を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
賃
借
人
（
一
時
使
用
の
た
め
の
賃
借
を
す
る
者
を
除
く
」
を
「
借
家
権
者
（
借
家
権

を
有
す
る
者
を
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
賃
借
人
」
を
「
借
家
権
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
、「
者
）」の
下
に
「
又
は
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
有
す
る
者
か
ら
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
者
」
を
加
え
、「
権
利
」
を
「
賃
借
権
」に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
借
家
権
」
を
「
賃
借
権
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
六

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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